
  

広
島
県
訓
令
第
一
号 

本

庁 

地

方

機

関 

公
用
文
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
一
月
十
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

公
用
文
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

公
用
文
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
符
号
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

種
類 

呼 

称 

一
般
的
な

用
い
方

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

、 

て 

ん

（
読
点 

） 

言
葉
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
す 

る
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
に
用
い
る
。 

数
の
桁
を
示
す
場
合
に
用
い
る
。

（
縦
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

 ， 

コ
ン
マ 

数
の
桁
を
示
す
場
合
に
用
い
る
。

（
左
横
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

   

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（ ） 

か
っ
こ 

一
つ
の
語
句
又
は
文
の
後
に
注
記

を
加
え
る
場
合
、
見
出
し
を
囲
む
場

合
な
ど
に
用
い
る
。 

括
弧
の
中
に
、
更
に
括
弧
を
用
い

る
場
合
に
も
、
そ
の
ま
ま
重
ね
て
用

い
る
。 

（ 

） 

   
 

 

「 」 

か 

ぎ 

引
用
す
る
語
句
若
し
く
は
文
又
は

特
に
示
す
必
要
が
あ
る
語
句
を
表
す

場
合
に
用
い
る
。 

か
ぎ
の
中
に
、
更
に
か
ぎ
を
用
い

る
場
合
に
も
、
そ
の
ま
ま
重
ね
て
用

い
る
。 

「 

」 

     

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
符
号
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一 
（
略
） 

 

二 
（
略
） 

種
類 
呼 

称 

一
般
的
な

用
い
方

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

、 

て 

ん 

（
読
点 

） 

言
葉
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
に
用
い
る
。 

（
縦
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

数
の
桁
を
示
す
場
合
に
用
い
る
。

（
縦
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

 ， 

コ
ン
マ 

言
葉
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
に
用
い
る
。 

（
左
横
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

数
の
桁
を
示
す
場
合
に
用
い
る
。

（
左
横
書
き
の
も
の
に
限
る
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（ ） 

か
っ
こ 

一
つ
の
語
句
又
は
文
の
後
に
注
記

を
加
え
る
場
合
、
見
出
し
を
囲
む
場

合
な
ど
に
用
い
る
。 

  

（ 

） 

〔 〕 

そ
で
か 

っ
こ 

括
弧
の
中
で
、
更
に
括
弧
を
用
い

る
と
き
に
用
い
る
。 

〔 

〕 

「 」 

か 

ぎ 

引
用
す
る
語
句
若
し
く
は
文
又
は

特
に
示
す
必
要
が
あ
る
語
句
を
表
す

場
合
に
用
い
る
。 

   

「 

」 

『 』 

ふ
た
え 

か
ぎ 

か
ぎ
の
中
で
、
更
に
か
ぎ
を
用
い

る
と
き
に
用
い
る
。 

『 

』 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

三 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 



   

 

 
 

  

別
記
様
式
第
一
号
中
「
平
成
・
年
・
月
・
日
」
を
「
令
和
・
年
・
月
・
日
」
に
、 

を 

に
、
「
昭
和 

  ・
年
広
島
県
条
例
第
・
号
」
を
「
令
和
・
年
広
島
県
条
例
第
・
号
」
に
、
「
平
成
・
年
広
島
県
条
例
第
・

号
」
を
「
令
和
・
年
広
島
県
条
例
第
・
号
」
に
、
「
平
成
・
年
広
島
県
告
示
第
・
号
」
を
「
令
和
・
年
広

島
県
告
示
第
・
号
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
中
「
平
成
・
年
・
月
・
日
」
を
「
令
和
・
年
・
月
・
日
」
に
、
「平

成
・
年
・
月
・

日

」
を
「令

和
・
年
・
月
・
日

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
中
「平

成
・
年
・
月
・
日

」
を
「令

和
・
年
・
月
・
日

」
に
、
「
二 

発
信
者
名
は
、

ほ
ぼ
中
央
か
ら
書
き
出
し
、
公
印
を
、
発
信
者
名
の
終
わ
り
の
字
に
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
幾
分
空
け
、
か

つ
、
印
影
の
右
端
を
本
文
の
右
端
か
ら
一
字
分
空
け
て
押
印
で
き
る
よ
う
字
間
を
適
当
に
空
け
て
記
載
す 

る
。
た
だ
し
、
公
印
を
省
略
す
る
も
の
は
、
発
信
者
名
の
最
終
字
が
本
文
の
右
端
か
ら
一
字
分
空
く
よ
う

字
間
を
適
当
に
空
け
て
記
載
す
る
。
」
を
「
二 

発
信
者
名
の
最
終
字
が
本
文
の
右
端
か
ら
一
字
分
空
く

よ
う
字
間
を
適
当
に
空
け
て
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
公
印
を
押
印
す
る
も
の
は
、
発
信
者
名
を
ほ
ぼ
中
央

か
ら
書
き
出
し
、
公
印
の
印
影
が
発
信
者
名
の
最
終
字
に
掛
か
ら
な
い
よ
う
、
か
つ
、
印
影
の
右
端
が
本

文
の
右
端
か
ら
一
字
分
空
く
こ
と
と
な
る
よ
う
字
間
を
適
当
に
空
け
て
記
載
す
る
。
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
中
「
平
成
・
年
・
月
・
日
」
を
「
令
和
・
年
・
月
・
日
」
に
、
「平

成
・
年
・
月
・

日

」
を
「令

和

・年
・
月
・
日

」
に
、
「
平
成
・
年
・
月
・
日
提
出
」
を
「
令
和
・
年
・
月
・
日
提
出
」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「平成・年・月・日」 

「令和・年・月・日」 


